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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成23年３月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月

売上高 （百万円） 39,555 36,683 39,860 49,766 51,650

経常損益 （百万円） 820 794 △670 △665 △1,369

当期純損益 （百万円） 60 421 △792 △982 △5,697

包括利益 （百万円） 74 574 △772 △976 △5,695

純資産額 （百万円） 8,809 11,565 10,798 9,792 4,086

総資産額 （百万円） 26,505 24,684 38,209 37,525 30,817

１株当たり純資産額 （円） 51.97 56.50 52.69 47.87 19.86

１株当たり当期純損益金額 （円） 0.36 2.30 △3.89 △4.82 △27.94

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） 0.36 2.30 － － －

自己資本比率 （％） 33.0 46.6 28.1 26.0 13.1

自己資本利益率 （％） 0.7 4.2 － － －

株価収益率 （倍） 233.3 77.4 － － －

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 1,259 478 △13,388 2,887 611

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △105 △422 △1,217 △1,445 △559

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △2,830 △1,224 12,780 △1,198 △718

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 5,507 4,339 2,514 2,758 2,091

従業員数
（人）

1,096 1,127 1,297 1,459 1,441

(外、平均臨時雇用者数) (87) (108) (147) (156) (144)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第63期及び第64期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第62期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失金額であるため記載しておりません。

４．第62期、第63期及び第64期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため

記載しておりません。

５．第61期は、決算期変更により平成23年４月１日から平成24年２月29日までの11ヶ月間となっております。
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(2）提出会社の経営指標等
 

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成23年３月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月

売上高 （百万円） 37,026 34,430 37,584 47,166 49,275

経常損益 （百万円） 297 480 △864 △639 △1,607

当期純損益 （百万円） △234 236 △862 △873 △5,508

資本金 （百万円） 7,968 9,060 9,064 9,068 9,068

(発行済株式総数) （株） (168,515,184) (203,745,184) (203,882,184) (204,018,184) (204,018,184)

純資産額 （百万円） 8,387 10,954 10,112 9,244 3,736

総資産額 （百万円） 25,492 23,444 36,968 36,247 29,874

１株当たり純資産額 （円） 49.76 53.76 49.61 45.33 18.32

１株当たり配当額
（円）

－ － － － －

(内１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純損益金額 （円） △1.39 1.29 △4.23 △4.28 △27.01

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － 1.29 － － －

自己資本比率 （％） 32.9 46.7 27.3 25.5 12.5

自己資本利益率 （％） － 2.4 － － －

株価収益率 （倍） － 138.0 － － －

配当性向 （％） － － － － －

従業員数
（人）

948 966 1,122 1,277 1,258

(外、平均臨時雇用者数) (76) (93) (134) (139) (124)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第63期及び第64期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第60期及び第62期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。

４．第60期、第62期、第63期及び第64期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

５．第60期から第64期の配当性向については、無配であるため記載しておりません。

６．第61期は、決算期変更により平成23年４月１日から平成24年２月29日までの11ヶ月間となっております。
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２【沿革】

昭和26年６月 大阪市西区九条南通１丁目741番地に三成建築工業株式会社を資本金1,500千円にて設立

昭和26年12月 社名を三成工業株式会社に変更

昭和30年９月 社名を小堀興業株式会社に変更

昭和36年５月 社名を小堀住研興業株式会社に変更

昭和40年４月 住研ハウス株式会社及び住研機材株式会社を吸収合併し、社名を小堀住研株式会社に変更する

と共に本社を西宮市に移転

昭和42年10月 宝塚市に宝塚製作所を建設し、工場内に研究所を設置、工業化住宅の量産化を図る

昭和46年３月 土地の先行取得及び土地の開発企画並びに土木工事設計施工を目的とするエス・バイ・エル住

宅流通株式会社（旧　小堀住宅流通株式会社）を設立

昭和47年３月 エス・バイ・エル住工株式会社（旧　小堀住工株式会社　現・連結子会社）を設立

昭和47年６月 事業の拡大に対処する為、本社を大阪市に移転

昭和48年９月 大阪証券取引所市場第二部に上場

昭和50年10月 東京証券取引所市場第二部に上場

昭和53年４月 本社新社屋を大阪市北区曽根崎二丁目12番１号に完成

昭和53年９月 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部に指定（大阪証券取引所については、平成21年

６月に上場廃止）

昭和57年６月 木質パネルによる壁式構造の新住宅供給システム企業化承認住宅「小堀ハウス55」の承認をう

ける

昭和63年４月 大阪市北区に金融・総合リースのエス・バイ・エルファイナンス株式会社（旧　ファイナンス

ワークス株式会社）を設立

平成元年４月 茨城県つくば市につくば工場及び物流倉庫を完成、操業を開始

平成２年10月 社名をエス・バイ・エル株式会社に変更

つくば工場に第２物流倉庫完成、操業を開始

平成３年10月 コングロ工業株式会社の株式取得、社名をエス・バイ・エルコングロ株式会社（現　コングロ

エンジニアリング株式会社　現・連結子会社）に変更

平成７年３月 山口県山口市に山口工場及び物流倉庫を完成

平成８年４月 エス・バイ・エル住宅流通株式会社とエス・バイ・エルファイナンス株式会社が合併し、社名

をエス・バイ・エルトラスト株式会社とする

平成12年11月 東京都新宿区に住宅のフランチャイズ事業の展開を目的とするエースホーム株式会社（現・連

結子会社）を設立

平成15年３月 大阪市中央区にエス・バイ・エルハウジング株式会社（旧　ハウジングワークス株式会社　

現・連結子会社）設立

平成19年４月 当社がエス・バイ・エルトラスト株式会社の事業を継承し、同社を吸収合併する

平成19年６月 本社を現在地に移転

平成23年10月 当社株式の公開買付け及び第三者割当増資により、株式会社ヤマダ電機は当社の議決権の50％

超を取得、当社の親会社となる（当社は連結子会社）

平成25年６月 社名を株式会社ヤマダ・エスバイエルホームに変更
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、戸建住宅の請負、設計及び施工、戸建分譲住宅の施工及び販売、工業

化住宅部材の製造及び販売を行っている住宅事業を主な事業とし、リフォーム事業、不動産賃貸事業、その他（保険代

理業部門及び売電部門）の事業活動を展開しております。

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる主な事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付

けと事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

(1）住宅事業　　　　： （戸建住宅、商業施設）

当社が主にプレハブ工法による戸建住宅の請負、設計、施工と賃貸マンション、医療施

設・介護施設等の商業施設の開発、建築を行っております。また、エス・バイ・エル住

工(株)(連結子会社)が工業化住宅部材の製造及び供給、コングロエンジニアリング(株)

(連結子会社)が基礎工事を行い、エス・バイ・エルハウジング(株)(連結子会社)が建築

工事を行っております。

 （戸建分譲住宅）

当社が戸建分譲住宅の施工、並びに販売及び仲介を行っております。

 （代理店向け建設用部材）

当社が販売施工代理店に工業化住宅部材の販売を行うとともに、監理・指導を行ってお

ります。

 （一般建設用資材）

当社が一般建設用資材の販売を行っております。

 （住宅のフランチャイズ事業）

エースホーム(株)(連結子会社)が在来軸組工法によるフランチャイズ事業を行っており

ます。

  

(2）リフォーム事業　： 当社が住宅のリフォーム事業を行っております。

  

(3）不動産賃貸事業　： 当社が不動産の賃貸を行っております。

 

(4）その他　　　　　：

 

当社が保険代理業及び売電を行っております。

 

　また、当社は親会社である株式会社ヤマダ電機の住宅事業において、分譲住宅の販売業務及びリフォーム工事等を請

け負っております。また、家電商品等の仕入を行っております。
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　　　以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権に対
する所有割
合（％）

関係内容

エス・バイ・エル住工株

式会社

茨城県つくば

市
100 住宅事業 100.0

１．当社が使用する工業化住宅部材

の販売

２．当社のつくば工場及び山口工場

の賃貸

　役員の兼任等　　　　　有り

コングロエンジニアリン

グ株式会社
東京都品川区 100 住宅事業 100.0

１．当社が施工する住宅建築工事の

地耐力調査、地質調査及び基礎

工事の施工

２．当社の設備の賃貸

　役員の兼任等　　　　　有り

エースホーム株式会社 東京都新宿区 100 住宅事業 86.0
当社が住宅建築用資材を販売

役員の兼任等　　　　　有り

エス・バイ・エルハウジ

ング株式会社
大阪府茨木市 50 住宅事業 100.0

１．当社が施工する住宅建築工事の

外注先

２．当社の設備の賃貸

　役員の兼任等　　　　　有り

　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．連結子会社のうち、特定子会社に該当するものはありません。

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４. 連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の割合が10％を越えている連結子会社が

ないため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

(2）親会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権に対す
る被所有割合

（％）
関係内容

株式会社ヤマダ電機 群馬県高崎市 71,058
家電・情報家電等の

販売

被所有

51.90

１．当社が家電商品等を仕入

２．当社が分譲住宅の販売業務及びリ

フォーム工事を請負

３．業務提携契約締結先

４．当社と金融機関との当座貸越契約

に対する債務保証

５．資金の借入

　　役員の兼任等　　　　　有り

　（注）有価証券報告書提出会社であります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成27年２月28日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅事業 1,100 （134）

リフォーム事業 297 （6）

不動産賃貸事業 － （－）

報告セグメント計 1,397 （140）

その他 － （－）

全社（共通） 44 （4）

合計 1,441 （144）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向を除き、グループ外部から当社グループへの

出向を含んでおります。）であり、臨時従業員（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は（　）内に

年間の平均人員数を外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

 

(2）提出会社の状況

平成27年２月28日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

1,258（124） 42.03 10.17 4,737,675

 

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅事業 917 （114）

リフォーム事業 297 （6）

不動産賃貸事業 － （－）

報告セグメント計 1,214 （120）

その他 － （－）

全社（共通） 44 （4）

合計 1,258 （124）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向を除き、社外から当社への出向を含んでおります。）であり、

臨時従業員（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は（　）内に年間の平均人員数を外数で記載して

おります。

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

 

(3）労働組合の状況

　労働組合はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当期におけるわが国経済は、アベノミクスによる各種経済施策の効果が表れ、日経平均株価が上昇基調に入るなど

金融環境は良好に推移し、長年続いたデフレからの脱却に向けて緩やかに回復しつつあります。一方、昨年４月に施

行された消費増税の影響、円安による物価上昇により消費マインドが低下するなど、景気回復にはばらつきが見られ

る状況でした。

住宅市場におきましては、消費増税に伴う需要の反動減の影響は大きく、注文住宅、戸建分譲ともに契約数が減少

し厳しい受注環境でありましたが、賃貸住宅市場におきましては、富裕層の相続税対策として需要が増加し、比較的

好調に推移致しました。

このような事業環境のもと、当社は平成32年（2020年）までに政府が目指す標準的な住まいである「ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）」商品として、エコロジーとエネルギーの問題に貢献する省エネ設備を標準装備

した「SMART eco STYLE ZERO（スマートエコスタイルゼロ）」シリーズの販売を推進してまいりました。また、長い

歴史を有する住宅メーカーとして原点回帰を図り、小堀住研時代の社是を再確認し制定した企業理念「常にお客様目

線で技術の研鑽に努め、創造と挑戦の精神をもって、豊かで快適な住まいづくりに貢献します。」のもと、ES・CSの

向上を中心としたCSR経営を推進し、「原点へ。そして本質へ。」を合言葉に企業価値の向上に努めました。

営業施策面におきましては、ヤマダ電機店舗内の「トータルスマニティライフコーナー」での展開に加え、新たな

販売チャネルとして、ヤマダ電機テックランド駐車場への体感型住宅展示場の展開を開始する等、ヤマダ電機グルー

プ内のコラボレーションを最大限に図ったグループ一体運営で展開しております。

また、本年度よりＭＳＤ統括部主導のもと、主として入社３年目未満の営業社員を対象に研修の強化を図っており

ます。加えて、ＷＥＢ勉強会「ｅ-ラーニング」を取り入れ、新商品、部材情報等の知識習得、スキルアップを図

り、営業力強化に努めました。

以上の結果、売上高は516億５千万円(前期比3.8％増)となりましたが、利益については、販売用不動産の評価損

（８億８千９百万円）を計上したことと受注競争激化により粗利率が低下したことに加え、一部原価が高騰したこと

等により、営業損失は12億７千５百万円（前期比６億２千７百万円悪化)、経常損失は13億６千９百万円（前期比７

億４百万円悪化）となりました。

また、当期純損失は、固定資産の減損損失（43億３千３百万円）を計上したこと等により、56億９千７百万円（前

年同期比47億１千５百万円悪化）となりました。

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

[住宅事業]

当社グループの主力事業である住宅事業部門につきましては、創業者小堀林衛氏の“住まいの哲学”による思いを

全社員が共有し、設計力・デザイン力・提案力を活かした商品戦略により拡販を図りました。

具体的な商品戦略としましては、消費エネルギーやCO2を削減し、地球に優しく、家計に優しい商品「SMART eco

STYLE ZERO（スマートエコスタイルゼロ）」シリーズを始めとする中高級商品と、コストパフォーマンスに優れた

「ｅスマイル」シリーズの企画商品の２基軸を中心に展開してまいりました。また、研築の精神に基づく先駆的なデ

ザインで認知度の高い「小堀」ブランドの確立に向け、「kobori研築工房」展示場の展開を図りました。社内の経験

豊富な建築家と営業マンによるコンサルティングサービスを行い、オンリーワンの完全カスタマイズ商品を提案して

まいりました。

新商品としては、“街に、家族に、笑顔があふれる。価値あるアパート経営を。”をコンセプトに賃貸住宅中核商

品として「St’LOUER(セントロイエル)」を発売致しました。「St’LOUER(セントロイエル)」は、ＳｘＬ構法を採用

することで、商品クオリティと施工品質を高め、リーズナブルな価格設定にて展開し、受注拡大を図りました。

しかしながら、消費増税に伴う反動減の影響から、戸建住宅市場は厳しい受注環境でありました。特に、分譲住宅

事業にその影響が表れ、分譲売上高は前期比52.6％の32億１千６百万円にとどまりました。その結果、住宅事業とし

て売上高は387億３千８百万円（前期比5.7％減）となりました。また、販売用不動産の評価損（８億８千９百万円）

を計上したことや受注競争激化、及び一部原価が高騰したこと等の影響で営業損失は11億２千万円（前期比11億５千

３百万円悪化）となりました。

 

[リフォーム事業]

リフォーム事業につきましては、オーナー様を対象とした自社物件の受注活動、他社施工物件の受注活動、ヤマダ

電機店舗内「トータルスマニティライフコーナー」を経由した営業活動の３基軸での事業展開を行いました。

その結果、オーナー様からの受注を中心に販売を伸ばすことができ、売上高は121億８千万円(前期比49.3％増)と

なり、営業利益は３億４千６百万円(前期比525.7%増)となりました。

 

[不動産賃貸事業・その他]

不動産賃貸事業につきましては、賃貸物件のサブリース事業の開始により、売上高は５億１千３百万円（前期比

32.0％増）となり、営業利益は２億８千１百万円（前期比34.4%増）となりました。

その他につきましては、つくば、山口工場等の売電により売上高は、１億４千万円（前期比34.5％増）、営業利益

は６千１百万円（前期比114.3％増）となりました。また、保険部門において、火災保険加入数の増加等により売上

高は７千７百万円（前期比57.9％増）となり、営業利益は６千７百万円（前期比385.3％増）となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億６千６百万円減少し、

当連結会計年度末には20億９千１百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは６億１千１百万円（前連結会計年度は28億８千７百

万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失△58億７千１百万円が計上され、売上債権の増加（△10

億６千万円）による支出があったものの、非資金項目の減損損失（43億３千３百万円）及び減価償却費（６億８千８

百万円）の計上、売上の増加等による、たな卸資産の減少（28億３千２百万円）等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△５億５千９百万円（前連結会計年度は△14億４千

５百万円）となりました。これは主に、展示場等の有形固定資産の取得による支出（△６億７千万円）等によるもの

であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは△７億１千８百万円（前連結会計年度は△11億９千

８百万円）となりました。これは主に、借入金について金融機関からの短期の借入から、親会社である株式会社ヤマ

ダ電機からの長期の借入へ変更し、その結果、短期借入金の純減（△108億２千万円）、長期借入金の増加（100億

円）があったことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）受注状況

　当連結会計年度における住宅事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。

　なお、当社グループ（当社及び連結子会社）では住宅事業及びリフォーム事業以外は受注生産を行っておりませ

ん。

セグメントの名称

受注高 受注残高

当連結会計年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

前年同期比
（％）

当連結会計年度
（平成27年２月28日）

前年同期比
（％）

住宅事業（百万円） 36,194 79.0 19,817 88.6

リフォーム事業（百万円） 11,546 129.6 1,646 72.2

合計（百万円） 47,741 87.2 21,463 87.1

 

(2）売上実績

　当連結会計年度における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

前年同期比（％）

住宅事業（百万円） 38,738 94.3

リフォーム事業（百万円） 12,180 149.3

不動産賃貸事業（百万円） 513 132.0

報告セグメント計（百万円） 51,432 103.7

その他（百万円） 218 142.0

合計（百万円） 51,650 103.8

　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

３．当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。
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３【対処すべき課題】

第65期の最重要課題は、収益力を向上し、業績の回復を図ることであります。そのために、①ブランド価値の向

上、②マルチブランド戦略の推進、③CS・ESの向上、④社内管理体制・組織体制の強化の４項目を柱とした事業強化

策に全力で取組んでまいります。

 

①ブランド価値の向上

「原点へ。そして本質へ。」を合言葉に販売戦略を構築してまいります。研築の精神に基づく先駆的なデザインで

認知度の高い「小堀ブランド」を確立し、富裕層へのアプローチ強化により企業価値を高めてまいります。また社内

の経験豊富な建築家と営業マンによるコンサルティングサービスを行うことで、完全カスタマイズ商品を提案し、差

別化を図ります。

 

②マルチブランド戦略の推進

ヤマダ電機グループとしてのシナジー効果を最大限に発揮し、「kobori」「ＳｘＬ」「フェリディア（ヤマダ・

ウッドハウス）」の３ブランドを基軸に販売を行います。引き続き、ヤマダ電機駐車場への「体感型展示場」の展

開、「トータルスマニティライフコーナー」との連携により、グループ一体となった経営を行います。また、ＳｘＬ

構法の商品を整理統合する事で商品体系を再構築し、受注から完工に至るまでのプロセスを抜本的に見直すことで、

業務効率を上げ受注の拡大を図ります。

 

③CS・ESの向上

協力会社・関係会社・グループ会社との信頼関係をより強固にすることで、住まいの施工品質の向上を図ってまい

ります。

また、カスタマーサービスを充実させ、オーナー様やオーナー様よりご紹介いただいたお客様に対するアプローチ

をより強化することで、リピート率や紹介受注の向上を図り、顧客満足から売上増大のプロセスを構築してまいりま

す。

加えて、最も重要な経営資源を「全従業員（協力会社・関係会社・グループ会社を含む）」と位置付け、従業員の

ワークライフバランスを重視した各種社内制度の利用を促進することでモチベーションの向上を図り、ESを高めるこ

とにより、CSの向上も図ってまいります。

 

④社内管理体制・組織体制の強化

引き続きコンプライアンス遵守体制の強化、内部監査体制の充実、及びコスト管理体制の強化を推進すること

で、内部統制の実効性を高め、無駄なコストを削減し、効率的な組織運営を目指してまいります。

組織体制においては、１）設計部門は、バックヤード業務に従事する設計職をセンター化することで、外注コス

トを削減し、人的効率を高めます。２）物流部門は、外部物流を活用し、スケールメリットによるコストダウンに

取り組んでおります。３）施工部門は、施工管理体制を見直し、人員の効率的な配置や精度の高い進捗管理によ

り、着工・売上計上の促進を図ります。
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４【事業等のリスク】

 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）住宅市場の動向リスク

　当社グループの住宅事業は、雇用状況、地価・金利の動向、住宅関連政策・住宅税制等に起因する個人の消費動向

の影響を強く受ける事業であり、そのため、このような市場環境が予期せず悪化し住宅受注が大きく減少する事態と

なった場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(2）有利子負債依存リスク

　当社グループの当連結会計年度末の借入による有利子負債残高及び総資産に占める割合は、140億６千５百万円

（45.6％）であり、金利の変動により当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。

(3）減損会計の影響に係るリスク

　当社グループが保有している事業用固定資産及びファイナンス・リース資産について減損処理が必要となった場合

は、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(4）市況及び為替変動リスク

　当社が使用する２×４材等の原材料の多くは、カナダの良質な木材を輸入するため、原材料市況の変動に加えて為

替変動の影響をうけます。市況及び為替変動により、当社の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性がありま

す。

 

(5）自然災害リスク

　当社グループでは、大規模な地震や台風等の自然災害が発生した場合、被災した自社保有施設の復旧に加え、引渡

済住宅の点検・修復及び建築中物件の引渡の遅延等に多額の費用が発生し、当社グループの業績が影響を受ける可能

性があります。

(6）法的規制リスク

　当社グループの行う事業に適用される建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法及びその他の関係法令の法的規制

が強化された場合には、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

(7）品質保証リスク

　当社グループでは住宅の品質について、最も歴史の長い住宅メーカーとして築いた独自の卓越した技術を用い徹底

した管理を行っておりますが、予期せぬ事情により、品質に関する重大な問題が発生した場合、当社グループの経営

成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(8）個人情報等の漏洩等のリスク

　当社グループでは、お客様の個人情報を多数お預かりしております。これらの情報管理に関しては、規程、手引き

等を制定し、グループ各社含め研修を実施するなど情報管理の重要性の徹底及び漏洩防止のための対策を講じており

ます。しかしながらこれらの対策にかかわらず外部に重要情報が流失した場合には、当社グループの社会的信用が影

響を受け、また、それが不正使用された場合には対応のための費用負担等により業績が大きく影響を受ける可能性が

あります。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

　当社は創業時の原点である「住まいの哲学」の研築の精神に則り、日本の伝統・感性を継承し、気候・風土に最適

な機能を備えた美しい住まいを提供し続けることを目指しております。当社グループの研究開発活動は、主に連結財

務諸表を提出する当社で行っており、住宅事業において推進されております。

　研究開発の組織は組織再編により平成26年９月より技術・商品開発部が担っており技術開発及び商品開発活動に取

り組んでおります。

　当連結会計年度は、収益拡大の観点より商品のパネル構法化とパネル構法の内製化を進めてまいりました。

　また、地球温暖化対策、環境保全という社会貢献に結びつくネット・ゼロ・エネルギー住宅の技術開発及び研究開

発活動を強化推進してまいりました。

　研究開発要員は当連結会計年度末日現在15名であります。また、当連結会計年度の研究開発費の総額は、１億５千

９百万円で、住宅事業における主な研究開発活動及び成果は次のとおりであります。

 

(1）収益の最大化に向けての取り組み

　資材調達や自社工場生産の収益メリットを活かせるように中核商品の構法をＳｘＬ構法への移行を推進していま

す。平成24年度に次々と発売した賃貸住宅シリーズ『セントロイエル』の構法を、高遮音床の新たな開発によりＳｘ

Ｌｗｏｏｄ構法（換気付木造）からＳｘＬ構法に移行し、平成26年11月にリニューアル販売しました。また平成25年

１月に発売した都市型3階建住宅『ヴィレンツ』の構法も狭小地対応プランの充実化を図りＳｘＬｗｏｏｄ構法から

ＳｘＬ構法に移行し平成27年４月にリニューアル販売予定です。

　また、現場接合部材の工場プレセット化の推進や、集成梁加工の自社工場での内製化を進め、現場での省施工化を

図ると共に収益メリットの最大化にも取り組みました。

 

(2）ネット・ゼロ・エネルギー住宅に対する取り組み

　住宅のゼロエネルギー化について、ヤマダ電機グループの特徴を活かしながら積極的に取り組んでおります。高効

率エアコン、高効率給湯機、ＬＥＤ照明器具に加えて、熱交換型第１種換気と温湿度センサーを組み合わせ熱交換効

率を80％まで高めたハイブリッドエコ換気システムを三菱電機と共同開発し搭載、平成26年４月に「スマート エコ

スタイル ゼロ シリーズ」「Ｅ-シェリエ ゼロ」と「ｅスマイル ゼロ」発売しました。

　また、ネット・ゼロ・エネルギー住宅においては大容量の太陽光発電システムの搭載が必要となることから、屋根

のデザインも考慮した「Ｅ-シェリエ ゼロ」シリーズとして、平成26年４月に松山、広島にモデルハウスを建設しま

した。

 

(3）環境、地球温暖化に対する取り組み

　住宅の長寿命化と並行して高断熱化による省エネルギーの推進に取り組んでおります。

　国内では最高レベルの断熱性能が求められる北海道で、木質パネル構法の長寿命化と高断熱化をねらいとする壁体

内排湿システムを搭載した多重断熱構造の住まいを平成26年４月より供給開始しました。この技術を応用して東北の

寒冷地を初め温暖地に至るまでの住まいの高断熱化に取り組んでおります。

 

(4）材料調達への取り組み

　為替相場に左右される外国産材に対するリスク回避に取り組んでおります。

　木質パネル構法の核となる原材料は北米産のツーバイフォー材ですが、昨今の円安状態への対策として、かねてよ

り材料特性や強度の検討をしてきた国産の杉材を構造躯体の一部に取り入れることにしました。

 

(5）安心安全への取り組み

　生体認証を用いた住宅のセキュリティーシステムの構築に取り組んでおります。

　生体認証の中で最も安全性が高いと言われている血流認証システムを住まいのエントランスに取り入れ、指の静脈

認証で玄関扉が開錠されるキーレスでセキュリティー性の高い暮らしの提案を行っております。賃貸マンションなど

入居者の入替りの度の玄関錠の交換が省略できるので、賃貸マンションの新築やリフォームを初めとして戸建住宅へ

の展開も進めております。

 

(6）中長期的な研究開発に向けての取り組み

　収益の最大化に向けて施工システムやＣＡＤシステムの改革によるＳｘＬ構法の普及拡大と未来型のスマートハウ

ス関連技術に取り組んでまいります。

　ヤマダ電機グループとして売上拡大を目指していく中で、独自のＳｘＬ構法はお客様にとっての付加価値増大と自

社工場での生産性向上による収益性確保が必須となります。ＳｘＬ構法の工場生産化率を極限まで上げ品質向上と工

期短縮化を推進し、戸建のみならず賃貸住宅や非住宅への導入を目指します。また、エネルギー問題、少子高齢化問

題、ストレス社会問題を抱える我が国の住宅にとって、健康、快適、経済性を併せ持ったスマートハウスが必須に

なってくると思われます。家電業界、ＩＴ業界、医学界等とのコラボレーションにより、エネルギーの自給自足、我

慢するのではない心地よい省エネ、癒しによるストレスリセットを可能にする未来型スマートハウスの研究開発に取

り組んでまいります。拡大するリフォーム市場においてはスマートハウス化、長期優良住宅化が求められており、独

自技術が活用できる研究開発にも取り組んでまいります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表作成にあたって以下の重要な会計方針が当社グループの重要な判断と見積りに大きな

影響を及ぼすと考えております。

 

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりますが、相手先の財務状況が悪化し、

その支払能力が低下した場合には引当金の追加が必要となる可能性があります。

 

②完成工事補償引当金

　引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の支出に備えるため、実績に基づく

計算方法にて発生見込額を計上しておりますが、実際の補償費及び補修費が見積りと異なる場合、見積額の修

正が必要となる可能性があります。

 

③退職給付費用

　従業員の退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されておりますが、こ

れらの前提条件（割引率他）が実際の結果と異なる場合、または前提条件が変更された場合には、将来におい

て認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼす可能性があります。

 

④有価証券の減損処理

　時価のあるものについては、決算日の市場価格等に基づく時価により評価することにしており、時価が取得

原価に比べて50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落した場合は個別に時価の回復可能性を判定し

て、回復可能性がないものについては減損を認識することにしております。また、時価のないものについて

は、それらの会社の純資産額が、欠損により50％以上下落した場合に減損を計上しておりますが、将来の市況

悪化または投資先の業績不振により、評価損の計上が必要となる可能性があります。

 

⑤たな卸資産の減損処理

　たな卸資産の評価方法は、主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）により評価しており、正味売却価額が帳簿価額に比べ下落した場合に評価損を計上して

おりますが、不動産市況の動向により、評価損の計上が必要となる可能性があります。

 

⑥固定資産の減損処理

　固定資産のうち、事業用資産については各事業所単位で、賃貸用資産及び遊休資産については各物件単位で

資産のグルーピングを行っており、帳簿価額に対し時価が著しく下落している賃貸用資産、遊休資産または営

業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている事業用資産については帳簿価額を回収可能価額にまで

減額し、当該減少額を減損損失として計上しておりますが、営業活動から生ずる損益及び不動産市況の動向に

より、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
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(2）当連結会計年度の経営成績の分析

①売上高

　当連結会計年度の売上高は、516億５千万円となりました。

　セグメント売上高は以下のとおりであります。

当社グループの主力事業である住宅事業部門につきましては、創業者小堀林衛氏の“住まいの哲学”による

思いを全社員が共有し、設計力・デザイン力・提案力を活かした商品戦略により拡販を図りました。

具体的な商品戦略としましては、消費エネルギーやCO2を削減し、地球に優しく、家計に優しい商品「SMART

eco STYLE ZERO（スマートエコスタイルゼロ）」シリーズを始めとする中高級商品と、コストパフォーマンス

に優れた「ｅスマイル」シリーズの企画商品の２基軸を中心に展開してまいりました。また、研築の精神に基

づく先駆的なデザインで認知度の高い「小堀」ブランドの確立に向け、「kobori研築工房」展示場の展開を図

りました。社内の経験豊富な建築家と営業マンによるコンサルティングサービスを行い、オンリーワンの完全

カスタマイズ商品を提案してまいりました。

新商品としては、“街に、家族に、笑顔があふれる。価値あるアパート経営を。”をコンセプトに賃貸住宅

中核商品として「St’LOUER(セントロイエル)」を発売致しました。「St’LOUER(セントロイエル)」は、Ｓｘ

Ｌ構法を採用することで、商品クオリティと施工品質を高め、リーズナブルな価格設定にて展開し、受注拡大

を図りました。

しかしながら、消費増税に伴う反動減の影響から、戸建住宅市場は厳しい受注環境でありました。特に、分

譲住宅事業にその影響が表れ、分譲売上高は前期比52.6％の32億１千６百万円にとどまりました。その結果、

住宅事業としての売上高は387億３千８百万円（前期比5.7％減）となりました。

リフォーム事業につきましては、オーナー様を対象とした自社物件の受注活動、他社施工物件の受注活動、

ヤマダ電機店舗内「トータルスマニティライフコーナー」を経由した営業活動の３基軸での事業展開を行いま

した。

その結果、オーナー様からの受注を中心に販売を伸ばすことができ、売上高は121億８千万円(前期比49.3％

増)となりました。

不動産賃貸事業につきましては、賃貸物件のサブリース事業の開始により、売上高は５億１千３百万円（前

期比32.0％増）となりました。

　その他につきましては、つくば、山口工場等の売電により売上高は、１億４千万円（前期比34.5％増）とな

りました。また、保険部門において、火災保険加入数の増加等により売上高は７千７百万円（前期比57.9％

増）となりました。

 

②売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は422億２千９百万円となり、受注競争激化により粗利率が低下したことに加え、販売用不動産の

評価損（８億８千９百万円）を計上したこと、一部原価が高騰したこと等により、売上原価率は前連結会計年

度に比べ3.2ポイント増加し、81.8％となりました。

　販売費及び一般管理費は106億９千６百万円となり、経費節減により、前連結会年度に比べ６億３千３百万

円減少し、売上高に対する割合は前連結会計年度に比し、2.1ポイント減少し、20.7％となりました。

 

③営業利益（損失）

　営業損益は、12億７千５百万円の損失となり、売上原価の増加等により、前連結会計年度に比べ６億２千７

百万円の悪化となりました

 

④営業外収益（費用）

　営業外収益は補助金収入がなくなったことにより、前連結会計年度に比べ３千７百万円減少し、営業外費用

は賃貸収入原価の増加等により、前連結会計年度に比べ３千９百万円増加しました。その結果、営業外収益か

ら営業外費用を差引いた営業外損益は、△９千４百万円となりました。

 

⑤特別利益（損失）

　特別利益は、土地の売却による固定資産売却益により１千８百万円となりました。また、特別損失は減損損

失（43億３千３百万円）及び事業構造改善費用（１億８千万円）等により、45億２千万円となりました。

 

⑥当期純利益（損失）

　以上により、税金等調整前当期純損失は58億７千１百万円となりました。また、当期純損失は56億９千７百

万円となりました。また、１株当たりの当期純損失金額は27.94円となりました。
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(3）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで６億１千１百万円（前連結会計年度は28億

８千７百万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失△58億７千１百万円が計上され、売上債権

の増加（△10億６千万円）による支出があったものの、非資金項目の減損損失（43億３千３百万円）及び減価償

却費（６億８千８百万円）の計上、売上の増加等によるたな卸資産の減少（28億３千２百万円）等によるもので

あります。

　　投資活動によるキャッシュ・フローは△５億５千９百万円（前連結会計年度は△14億４千５百万円）となりま

した。これは主に、展示場等の有形固定資産の取得による支出（△６億７千万円）等によるものであります。

　　財務活動によるキャッシュ・フローは△７億１千８百万円（前連結会計年度は△11億９千８百万円）となりま

した。これは主に、借入金について金融機関からの短期の借入から、親会社である株式会社ヤマダ電機からの長

期の借入へ変更し、その結果、短期借入金の純減（△108億２千万円）、長期借入金の増加（100億円）があった

ことによるものであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループは主に販売体制の強化を目的とした設備投資を行っており、当連結会計年度は総額６億８千万円を実

施しました。設備投資の金額には無形固定資産に対する投資額が含まれております。なお、当連結会計年度におい

て、減損損失43億３千３百万円を計上しております。減損損失の内容については、「第５経理の状況　１連結財務諸

表等　(1）連結財務諸表　注記事項（連結損益計算書関係）　※４減損損失」に記載のとおりであります。

セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

 

(1）住宅事業

当連結会計年度は５億３千３百万円の設備投資を行い、その主なものは、当社における展示場の取得であります。

(2）リフォーム事業

　当連結会計年度における設備投資はありません。

(3）不動産賃貸事業

　当連結会計年度において、１億３千１百万円の設備投資を行いました。その主なものは賃貸物件の取得でありま

す。

 

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

（平成27年２月28日現在）
 

事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(人)

建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

土地
(面積千㎡)

リース資産 その他 合計

滋賀物流センター

（滋賀県湖南市）
住宅事業 物流倉庫 66 －

195

(9)
－ － 262

－

[－]

つくば工場・物流セン

ター（茨城県つくば市）
住宅事業

パネル生産

設備・

物流倉庫

544 －
908

(45)
－ － 1,453

－

[－]

山口工場・物流センター

（山口県山口市）
住宅事業

パネル生産

設備・

物流倉庫

328 －
832

(59)
－ － 1,160

－

[－]

本社

（大阪市北区）
全社資産

統括業務

施設
1 － － － － 1

44

[4]

東京支店他

（東京都新宿区他）
住宅事業 販売設備 72 65

243

(4)
61 1 443

1,214

[120]

賃貸用不動産

（大阪市北区他）

不動産賃

貸事業

賃貸倉庫・

賃貸戸建住宅・

賃貸マンション

1,361 －
4,568

(53)
231 0 6,161

－

[－]

厚生施設

（茨城県つくば市他）
住宅事業

宿舎・

福利厚生施設
66 －

57

(1)
－ － 124

－

[－]

メガソーラー設備

（茨城県つくば市他）
その他

太陽光発電設

備
－ 324 － 383 － 708

－

[－]

 

(2）国内子会社

（平成27年２月28日現在）
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

エス・バイ・エル

住工㈱

つくば工場他製造工場

１ヶ所

（茨城県つくば市他）

住宅事業 パネル生産設備 － － － 2 2

 
82

[12]
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（注）１．帳簿価額のうち、その他は工具・什器備品及び建設仮勘定であります。なお金額には消費税等は含めておりま

せん。

２．提出会社のつくば工場及び山口工場の土地及び建物をエス・バイ・エル住工（株）に一括貸与しております。

３．提出会社の賃貸用不動産の主なものは、滋賀物流倉庫の土地、建物等３億７千４百万円、賃貸用マンションの

土地、建物等33億５千８百万円、賃貸店舗の土地、建物等３億２百万円及び定期借地権土地19億９千３百万円

であります。

４．リース契約による賃借設備のうち主なものは次のとおりであります。

提出会社

（平成27年２月28日現在）

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 契約期間
年間リース料
（百万円）

賃貸用不動産

（滋賀県草津市）
不動産賃貸事業 賃貸マンション 29年11ヶ月 22

メガソーラー設備

（山口県山口市）
その他 太陽光発電設備 10年 38

 

５．上記の他、主要な賃借契約により使用する設備として次のものがあります。

提出会社

（平成27年２月28日現在）

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 契約期間
年間賃借料
（百万円）

本社

（大阪市北区）
全社資産 統括業務施設 ２年 91

 

６．従業員数の［　］は、臨時従業員を外書きしております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

特記事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成27年２月28日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年５月26日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 204,018,184 204,018,184
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数1,000株

計 204,018,184 204,018,184 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 

平成23年10月12日

（注）１

35,000,000 203,515,184 1,085 9,053 1,085 1,085

平成23年４月１日

～

平成24年２月29日

（注）２

230,000 203,745,184 7 9,060 7 1,092

平成24年３月１日

～

平成25年２月28日

（注）２

137,000 203,882,184 4 9,064 4 1,096

平成25年３月１日

～

平成26年２月28日

（注）２

136,000 204,018,184 4 9,068 4 1,100

　 （注） １． 有償第三者割当による増加であります。

　　 　  割当先　株式会社ヤマダ電機、発行価額　62円、資本組入額　31円

　  　　 ２． 新株予約権の行使による増加であります。
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（６）【所有者別状況】

平成27年２月28日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外  個人

株主数（人） － 23 51 121 65 2 10,272 10,534 －

所有株式数

（単元）
－ 12,707 6,925 114,579 3,403 32 65,994 203,640 378,184

所有株式数の

割合（％）
－ 6.24 3.40 56.26 1.67 0.02 32.41 100.00 －

　（注）自己株式71,635株は、「個人その他」の欄に71単元、「単元未満株式の状況」の欄に635株含まれております。

 

（７）【大株主の状況】
 

  平成27年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％）

株式会社ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町1番1号 105,650 51.78

株式会社ＫＢＴ 兵庫県西宮市与古道町2番30号 4,000 1.96

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町2丁目11番3号 2,848 1.40

株式会社ＬＩＸＩＬ 東京都江東区大島2丁目1-1 2,498 1.22

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 1,848 0.91

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 1,279 0.63

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,195 0.59

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口１）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,143 0.56

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口６）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,066 0.52

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,064 0.52

計 － 122,591 60.09

（注）　上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,505千

株であります。また、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に

係る株式数は1,152千株であります。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年２月28日現在
 

区分 株式数（株）
議決権の数
（個）

内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　71,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 203,569,000 203,569 －

単元未満株式 普通株式     378,184 － －

発行済株式総数 204,018,184 － －

総株主の議決権 － 203,569 －

 

②【自己株式等】

平成27年２月28日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

株式会社ヤマダ・

エスバイエルホーム

大阪市北区天満橋

一丁目８番30号
71,000 － 71,000 0.03

計 － 71,000 － 71,000 0.03

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 4,150 462,940

当期間における取得自己株式 804 77,862

（注）当期間における取得自己株式には、平成27年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 71,635 － 72,439 －

（注）当期間における保有自己株式数には、平成27年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による株式は含まれておりません。

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要政策のひとつと考えており、業績に応じた適正な成果の配分を行

うことを基本としております。この方針のもと、配当につきましては安定配当を基本とし、期毎の収益状況、配当性

向等を勘案して、利益処分を実施していきたいと考えております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度は、損失を計上し利益剰余金がマイナスとなっていることから、無配とさせていただきます。

　今後は、抜本的な構造改革により、適正規模のもとで安定的な収益を見込める事業構造、経営体制を確立すること

で、早期の復配を目指す所存であります。

　当社は、「取締役会の決議によって、毎年８月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定

めております。
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成23年３月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月

最高（円） 113 217 233 216 130

最低（円） 35 48 107 109 88

　（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

２．第61期は、決算期変更により平成23年４月１日から平成24年２月29日までの11ヶ月間となっております。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年９月 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月 平成27年１月 平成27年２月

最高（円） 123 119 108 113 105 98

最低（円） 117 98 101 88 88 88

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

取締役社長

(代表取締役)
 長野　純一 昭和38年７月10日生

 
平成21年４月 タマホーム株式会社取締役営業本部長

平成26年７月 同社常務取締役住宅関連事業本部長

平成26年10月 株式会社ヤマダ電機入社

平成27年１月 同社住宅事業推進室副室長（現任）

平成27年１月

 

当社執行役員ＳＸＬ改革プロジェクト

室長

平成27年５月 当社代表取締役社長（現任）
 

注３ －

専務取締役 営業本部長 宮原　年明 昭和37年１月１日生

 
平成17年11月 株式会社ヤマダ電機入社

平成24年６月 同社執行役員常務

平成25年３月 当社専務執行役員営業本部長

平成25年５月 当社専務取締役営業本部長（現任）
 

注３ 16

常務取締役 営業副本部長 佐藤　利幸 昭和33年12月14日生

 
平成21年４月 株式会社ヤマダ電機商品統括部カー用

品・自転車商品部長

平成23年６月 同社執行役員常務

平成23年12月 当社取締役

平成24年３月 株式会社ヤマダ電機法人事業本部ス

マートグリッド事業部スマートハウス

推進室長執行役員常務

平成25年７月 当社執行役員常務

平成26年３月 当社執行役員常務兼営業副本部長

平成26年５月 当社常務取締役営業副本部長（現任）
 

注３ 0

取締役
西部支店統括

部長
早川　芳明 昭和39年４月29日生

 
昭和63年４月 当社入社

平成20年４月 当社三重支店長

平成21年４月 当社名古屋支店長

平成24年３月 当社奈良支店長

平成25年３月 当社東海支店長

平成25年９月 当社東海ブロック長

平成26年３月 当社執行役員西部支店統括部長

平成27年５月 当社取締役西部支店統括部長（現任）
 

注３ 5

取締役
東部支店統括

部長
小林　祥哲 昭和39年６月15日生

 
昭和63年４月 当社入社

平成18年４月 当社大宮支店長

平成19年10月 当社関東ブロック長兼千葉支店長

平成24年６月 当社京都支店長

平成25年３月 当社西部支店統括部長

平成25年９月 当社近畿ブロック長

平成26年３月 当社執行役員東部支店統括部長

平成27年５月 当社取締役東部支店統括部長（現任）
 

注３ 21
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

取締役  古谷野　賢一 昭和36年１月28日生

 
平成21年６月 株式会社ヤマダ電機執行役員常務管財

本部副本部長

平成24年４月 同社執行役員常務管財本部財務室長兼

関係会社損益管理部長

平成24年６月 同社取締役兼執行役員常務管財本部財

務室長兼関係会社損益管理部長

平成25年５月 当社取締役（現任）

平成27年３月 株式会社ヤマダ電機取締役兼上席執行

役員管財本部長ＣＦＯ兼関係会社管理

室長（現任）
 

注３ －

取締役  増田　文彦 昭和35年４月16日生

 
平成９年６月 株式会社ナック取締役

平成14年２月 タマホーム九州株式会社（現株式会社

レオハウス）取締役

平成17年６月 タマホーム東北株式会社代表取締役

平成19年８月 タマホーム株式会社取締役

平成20年１月 同社常務取締役（戦略・戦術担当）

平成23年６月 同社専務取締役法人事業本部本部長

平成25年11月 株式会社ヤマダ電機入社

平成26年１月 株式会社ヤマダ・ウッドハウス代表取

締役社長（現任）

平成27年１月 株式会社ヤマダ電機住宅事業推進室室

長（現任）

平成27年１月 当社執行役員

平成27年５月 当社取締役（現任）
 

注３ －

常勤監査役  飯田　忠義 昭和26年10月２日生

 
昭和47年３月 当社入社

平成７年４月 当社経営企画本部ＴＱＣ推進部長

平成13年４月 当社滋賀支店長

平成15年４月 当社品質保証本部品質検査部長兼生産

推進本部技術部長

平成16年11月 ハウジングワークス株式会社取締役

平成17年６月 同社代表取締役社長

平成22年10月 エス・バイ・エルハウジング株式会社

取締役

平成24年５月 当社監査役（現任）
 

注２ 25

監査役  五十嵐　誠 昭和39年８月４日生

 
平成８年４月 株式会社ヤマダ電機経理部長

平成11年６月 同社取締役

平成13年４月 同社常務取締役

平成15年５月 同社専務取締役

平成19年６月 同社取締役専務執行役員管財本部長兼

関係会社管理室長

平成20年６月 同社取締役兼執行役員専務海外事業戦

略室長

平成24年４月 同社取締役兼執行役員専務管財本部長

ＣＦＯ

平成24年５月 株式会社マツヤデンキ代表取締役

株式会社星電社代表取締役

平成25年６月 株式会社ヤマダ電機取締役兼執行役員

常務管財本部長ＣＦＯ

平成26年５月 当社監査役（現任）

平成26年６月 株式会社ヤマダ電機監査役（現任）
 

注４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

監査役  迫田　清己 昭和28年５月15日生

 
昭和51年11月 新和監査法人（現有限責任あずさ監査

法人）入社

昭和55年３月 公認会計士登録

昭和58年９月 税理士登録

昭和59年10月 迫田清己公認会計士税理士事務所所長

（現任）

平成15年７月 栄監査法人代表社員（現任）

平成27年２月 当社仮監査役

平成27年５月 当社監査役（現任）
 

注４ －

計 70

　（注）１．監査役　五十嵐誠及び監査役　迫田清己は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社

外監査役（会社法第２条第16号）であります。

　　　　２．平成24年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　３．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質を記載しております。なお、本有価証券報告書提

出日現在（平成27年５月26日）における持株会の取得株式数を確認することができないため、平成27年４月

末日現在の実質株式数を記載しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

 ①企業統治の体制

　イ．企業統治の体制の概要

　　当社は、創業者が提唱した住まいづくりの精神である『住まいの哲学』を当社の『原点』と位置付け、「日本の伝

統・感性を継承し、気候風土に最適な機能を備えた美しい住まいを提供し続ける」という方針に則り、あらゆるス

テークホルダーの信頼を高める観点から、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置付けて、経営の

透明性と信頼性の確保に努め、企業価値の拡大に向け、的確かつ機動的に対応できるようにしております。

 

　ロ．企業統治の体制を採用する理由

　　現状の体制において、業務の意思決定・執行及び監督について、十分な執行・監督体制を構築しているものと考

え、採用しております。今後においても、更なるリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るた

め、以下の体制を採用しております。

　

 ハ．内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況

　 　経営上の意思決定、執行及び監督に係る組織は、以下のとおりであります。

　　　取締役会　：　当社は取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任は、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行うこと及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

　　　　　　　　　 取締役会は平成27年５月26日現在取締役７名で構成しております。当社の取締役会は原則月１回

開催し、取締役会規則に基づき、法令や定款に定められた事項や経営に関する重要な事項について

意思決定を行っております。

　　　　　　　　　　なお、当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定

めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円

滑な運営を行うことを目的としております。

 　　監査役会　：　当社は監査役制度を採用しております。平成27年５月26日現在、３名の監査役（うち、社外監査

役２名）で監査役会を構成しております。なお、社外監査役と当社とは取引等の利害関係はありま

せん。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、監査役会が定めた監査の方針、業務の分

担等に従い取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況について監査を行うととも

に内部監査部門である内部監査室及びコンプライアンス統括部門である経営企画室と連携し、支

店・営業所での現地監査等を行っております。また、監査役は会計監査人と相互に連携し、監査計

画や監査状況等について定期的に情報交換を行っております。

　　　経営会議　： 取締役、及び経営会議が指名した者をもって構成し、経営に関する重要事項を決定することを主

たる任務としております。（決定した事項のうち、法令や定款に定められた事項及び取締役会規則

で定める取締役会決議事項については取締役会に上程します。）

　　　内部監査  :　内部監査は、業務執行組織から独立した内部監査室を設置し、業務の執行状況等についてコーポ

レート・ガバナンスの充実の観点から監査・指導を行うとともに、経営陣に対して報告、提言を

行っております。

 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するた

めの体制について、次のとおり決定しております。
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「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」、「会社並びに親会社及

び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」については、「ヤマダ・エスバイエルホーム

グループ企業行動憲章」、「コンプライアンス規程」、「ヤマダ・エスバイエルホームコンプライアンス行動規準」

をもって、法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすための基本原則としております。

また、重要な法的課題及びコンプライアンスに係る事象については法務コンプライアンス担当部署が、外部弁護士

に相談し、必要な検討を実施しております。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題につ

いて随時相談・検討しております。

当社は、事業を取り巻く様々なリスクに対して、的確な管理・実践を可能にすることを目的に「リスク管理規程」

を定め、管理・運用しており、内部監査機能を強化するため、独立した組織として内部監査室を置いております。

また、「ヤマダ・エスバイエルホームグループ内部通報規程」を整備し、組織的又は個人的な法令違反行為等に関

する相談又は通報の適切な処理の仕組みを定めることにより、当社の業務に関する法令違反等のリスクを未然に防止

し、かつ、良好な職場秩序を維持することによって、顧客及び取引先の信頼を確保するため、あらゆるリスクの早期

発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化を図っております。

 

ニ．社外取締役及び社外監査役の責任限定

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、それぞれ１百万円

以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額としております。

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外監査役は２名であります。独立性を保ち中立の立場から客観的に監査を実施していただくことを目的に

社外監査役を選任しております。社外監査役五十嵐誠氏は、株式会社ヤマダ電機の常勤監査役を兼務しております。

なお、当社は株式会社ヤマダ電機との間に分譲住宅の販売業務やリフォーム工事の請負、家電商品の仕入れなどの取

引関係があります。また、社外監査役五十嵐誠氏は長年にわたり経理部門から管財部門責任者として、かつ経営者と

しての豊富な経験に基づき選任しております。また、社外監査役迫田清己氏は、迫田清己公認会計士税理士事務所所

長であり、栄監査法人代表社員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

なお、当社は社外取締役を選任しておりません。その理由として、当社は経営の意思決定機能と、取締役及び執行

役員等による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経

営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機

能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能

する体制が整っているため、現在の体制としております。

また、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありま

せんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職

務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

　③会計監査の状況

　　業務を執行した公認会計士の氏名、及び所属する監査法人名

公認会計士氏名等 所属する監査法人名

指定社員

業務執行社員

原　田　大　輔
有限責任 あずさ監査法人

堀　内　計　尚

　　監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　　６名

　　その他　　　　７名
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　④役員報酬等

　イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　　　役員報酬

役員区分

 

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の金額(百万円) 対象となる

役員の員数

(人)基本報酬
ストック・

オプション
賞与 退職慰労金

　取締役

(社外取締役を除く)
　57 　57 　　　－ 　　　－ 　　　－ 5

　監査役

(社外監査役を除く)
　　 　　4  　 4 　　　－ 　　　－ 　　　－ 1

　社外役員 　　　　　3 　3 　　　－ 　　　－ 　　　－ 2

 

　ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　　　取締役の報酬限度額は、平成21年６月26日開催の第58回定時株主総会において、取締役 年額 150百万円（ただ

し、使用人分報酬は含まない。）、監査役の報酬限度額は、平成20年６月27日開催の第57回定時株主総会におい

て、年額 30百万円と決議いただいております。

 

⑤株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　 　 銘柄数　　　　　　　４銘柄

　 　 貸借対照表計上額　　74百万円

 

ロ．保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　 前事業年度

　 　 保有目的が純投資以外の目的である投資株式全てが非上場株式のため該当事項はありません。

　 当事業年度

　 　 保有目的が純投資以外の目的である投資株式全てが非上場株式のため該当事項はありません。

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当

事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

   前事業年度

　　 保有目的が純投資目的である投資株式がないため該当事項はありません。

   当事業年度

     保有目的が純投資目的である投資株式がないため該当事項はありません。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 28 － 27 －

連結子会社 － － － －

計 28 － 27 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数及び監査内容等の要素を勘案して適

切に決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に準処して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準

じて記載しております。

   なお、当連結会計年度（平成26年３月１日から平成27年２月28日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報につ

いては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日

内閣府令第61号）附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14

号）により作成しております。

   なお、当事業年度（平成26年３月１日から平成27年２月28日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令

第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成26年３月１日から平成27年２

月28日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成26年３月１日から平成27年２月28日まで）の財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

前々連結会計年度及び前々事業年度　　新日本有限責任監査法人

前連結会計年度及び前事業年度　　　　有限責任 あずさ監査法人

 

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1）異動に係る監査公認会計士等の名称

新日本有限責任監査法人

有限責任 あずさ監査法人

(2）異動の年月日　平成25年５月28日

(3）監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合（概要）

①　異動公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日　平成24年５月29日

②　退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等

に関する事項

　　該当事項はありません。

③　異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

　当社の会計監査人である、新日本有限責任監査法人は、平成25年５月28日開催予定の当社定時株主総会終

結の時をもって任期満了となりますが、当社の親会社である株式会社ヤマダ電機との連結決算において効率

的な監査の実施を図るため、同社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人を後任の会計監査人として

選任するものであります。

④　上記③の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計

士等の意見

　　特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財

団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構等が主催する各種研修等に参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,758 2,091

受取手形・完成工事未収入金等 5,621 6,677

未成工事支出金 1,254 679

販売用不動産 ※６ 10,490 ※６,※７ 8,876

仕掛販売用不動産 1,244 290

材料貯蔵品 492 317

繰延税金資産 22 19

その他 463 462

貸倒引当金 △72 △78

流動資産合計 22,276 19,337

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２ 9,393 ※２,※６,※７ 8,303

機械装置及び運搬具 829 790

土地 ※２,※３,※６ 8,197 ※２,※３,※６,※７ 6,813

リース資産 1,026 872

建設仮勘定 225 2

その他 744 652

減価償却累計額 △6,688 △7,109

有形固定資産合計 13,727 10,325

無形固定資産 274 14

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 74 75

長期貸付金 331 334

繰延税金資産 6 9

その他 1,632 1,366

貸倒引当金 △798 △645

投資その他の資産合計 1,247 1,140

固定資産合計 15,248 11,480

資産合計 37,525 30,817
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,820 7,059

短期借入金 13,710 2,890

未払法人税等 113 108

未成工事受入金 2,269 1,403

賞与引当金 62 61

完成工事補償引当金 243 233

工事損失引当金 6 3

その他 1,543 2,074

流動負債合計 24,769 13,836

固定負債   

関係会社長期借入金 － 10,000

リース債務 814 1,017

繰延税金負債 7 7

再評価に係る繰延税金負債 ※３ 414 ※３ 114

退職給付引当金 259 －

退職給付に係る負債 － 332

資産除去債務 259 241

その他 1,208 1,180

固定負債合計 2,963 12,894

負債合計 27,732 26,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,068 9,068

資本剰余金 1,100 1,100

利益剰余金 △938 △6,315

自己株式 △8 △9

株主資本合計 9,221 3,844

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13 14

土地再評価差額金 ※３ 528 ※３ 207

退職給付に係る調整累計額 － △17

その他の包括利益累計額合計 541 205

少数株主持分 29 37

純資産合計 9,792 4,086

負債純資産合計 37,525 30,817
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成25年３月１日
　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

売上高 49,766 51,650

売上原価 ※６ 39,084 ※６ 42,229

売上総利益 10,681 9,421

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 11,329 ※１,※２ 10,696

営業損失（△） △647 △1,275

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 1 1

受取賃貸料 39 50

受取手数料 10 15

解約金収入 22 6

助成金収入 10 7

補助金収入 38 －

その他 26 32

営業外収益合計 157 119

営業外費用   

支払利息 149 144

賃貸収入原価 23 33

その他 1 36

営業外費用合計 174 214

経常損失（△） △665 △1,369

特別利益   

固定資産売却益 ※３ 31 ※３ 18

新株予約権戻入益 0 －

特別利益合計 31 18

特別損失   

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 4 0

減損損失 ※４ 211 ※４ 4,333

事業構造改善費用 － ※５ 180

その他 4 6

特別損失合計 238 4,520

税金等調整前当期純損失（△） △872 △5,871

法人税、住民税及び事業税 112 117

法人税等調整額 △8 △298

法人税等合計 103 △181

少数株主損益調整前当期純損失（△） △976 △5,689

少数株主利益 6 7

当期純損失（△） △982 △5,697
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【連結包括利益計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成25年３月１日
　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △976 △5,689

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 1

退職給付に係る調整額 － △7

その他の包括利益合計 ※ △0 ※ △5

包括利益 △976 △5,695

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △982 △5,703

少数株主に係る包括利益 6 7
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,064 1,096 44 △7 10,197

当期変動額      

新株の発行 4 4   8

当期純損失（△）   △982  △982

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 4 4 △982 △1 △975

当期末残高 9,068 1,100 △938 △8 9,221

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 13 528 541 2 58 10,798

当期変動額       

新株の発行      8

当期純損失（△）      △982

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△0 － △0 △2 △28 △31

当期変動額合計 △0 － △0 △2 △28 △1,006

当期末残高 13 528 541 － 29 9,792
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当連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,068 1,100 △938 △8 9,221

会計方針の変更による累積
的影響額

－ － － － －

会計方針の変更を反映した当
期首残高

9,068 1,100 △938 △8 9,221

当期変動額      

当期純損失（△）   △5,697  △5,697

土地再評価差額金の取崩   320  320

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － △5,377 △0 △5,377

当期末残高 9,068 1,100 △6,315 △9 3,844

 

       

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 13 528 － 541 29 9,792

会計方針の変更による累積
的影響額

－ － △9 △9 － △9

会計方針の変更を反映した当
期首残高

13 528 △9 531 29 9,782

当期変動額       

当期純損失（△）      △5,697

土地再評価差額金の取崩      320

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1 △320 △7 △325 7 △318

当期変動額合計 1 △320 △7 △325 7 △5,695

当期末残高 14 207 △17 205 37 4,086

 

EDINET提出書類

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(E00170)

有価証券報告書

38/90



④【連結キャッシュ・フロー計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成25年３月１日
　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △872 △5,871

減価償却費 820 688

減損損失 211 4,333

引当金の増減額（△は減少） 52 57

受取利息及び受取配当金 △7 △8

支払利息 149 144

売上債権の増減額（△は増加） △1,507 △1,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,415 2,832

仕入債務の増減額（△は減少） 885 239

未成工事受入金の増減額（△は減少） 763 △864

その他 257 320

小計 3,167 813

利息及び配当金の受取額 7 7

利息の支払額 △147 △138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △139 △70

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,887 611

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100 －

有形固定資産の取得による支出 △1,678 △670

有形固定資産の売却による収入 192 143

長期貸付金の回収による収入 14 8

その他 △73 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,445 △559

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,080 △10,820

長期借入れによる収入 － 10,000

株式の発行による収入 6 －

セール・アンド・リースバックによる収入 996 425

リース債務の返済による支出 △84 △324

少数株主への配当金の支払額 △35 －

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,198 △718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244 △666

現金及び現金同等物の期首残高 2,514 2,758

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,758 ※１ 2,091
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　4社

連結子会社名は、「第１　企業の概況　４．関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

３．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ　たな卸資産

未成工事支出金

…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

販売用不動産

…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛販売用不動産

…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

材料貯蔵品

…主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

建物……定額法

その他…定率法

（ただし、エス・バイ・エル住工㈱は定額法）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　２～38年

機械装置及び運搬具　４～17年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

　連結子会社は従業員の賞与の支給に備えるため翌連結会計年度の支給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき金額を計上しております。

ハ　完成工事補償引当金

　引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の支出に備えるため、完成工事高

及び分譲建物売上高に過去の一定期間における瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の

実績から算出した実績率を乗じた発生見込額を計上しております。

ニ　工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事のうち損失の発生が見込

まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定方式によっております。

ロ　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ　その他の工事

　工事完成基準

 

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

ロ　連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。
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（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日公表

分）が平成25年４月１日以降開始する連結会計年度の期首から適用できるようになったことに伴い、当連結会計

年度よりこれらの会計基準を適用し、退職給付債務を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識

数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上しました。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し

を行っております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会

計年度の期首において、退職給付債務の額を退職給付に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包

括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。この結果、当連結会計年度の期首のその他の包

括利益累計額が９百万円減少しております。

また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直しを行った結果、従来の計算方法から変更が生じなかった

ため、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（未適用の会計基準等）

・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）

・「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）

・「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成25年９月13日）

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13

日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成25年９月13日）

 

(1）概要

　子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得

関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的な会計処理の確

定の取扱い等について改正されました。

 

(2）適用予定日

　平成29年２月期の期首から適用します。なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、平成29年２月期の

期首以降実施される企業結合から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　連結財務諸表に与える影響については、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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（連結貸借対照表関係）

　※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
当連結会計年度

（平成27年２月28日）

投資有価証券   

子会社株式 0百万円 －百万円

 

　※２　担保提供資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
当連結会計年度

（平成27年２月28日）

建物及び構築物 2,542百万円 2,132百万円

土地 7,603 5,930

計 10,146 8,063

 

 上記の建物及び構築物、並びに土

地については、当社と金融機関との

当座貸越契約の極度額15,000百万円

分（借入実行残高13,710百万円）に

対して株式会社ヤマダ電機が行って

いる保証に対して担保提供されてお

ります。

　また、そのうち土地119百万円に

ついては、顧客の住宅ローン78百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 

 上記の建物及び構築物、並びに土

地については、当社と金融機関との

当座貸越契約の極度額15,000百万円

分（借入実行残高2,490百万円）に

対して株式会社ヤマダ電機が行って

いる保証及び株式会社ヤマダ電機か

らの借入金（10,000百万円）に対し

て担保提供されております。

　また、そのうち土地110百万円に

ついては、顧客の住宅ローン70百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 

 

 ※３　事業用土地の再評価

 当社において「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　・再評価の方法 …「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定

める当該事業用土地の近隣の地価公示法（昭和44年法律第49号）第６条に規定する標準地につ

いて同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法によっておりま

す。

　・再評価を行った年月日 … 平成14年３月31日

 

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
当連結会計年度

（平成27年２月28日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△1,852百万円 △109百万円
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　　４　保証債務

前連結会計年度
（平成26年２月28日）

当連結会計年度
（平成27年２月28日）

住宅購入者等のための保証債務 676百万円 住宅購入者等のための保証債務 744百万円

 

   ５　当座貸越契約

前連結会計年度
（平成26年２月28日）

当連結会計年度
（平成27年２月28日）

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関

と当座貸越契約を締結しております。

　連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 13,710 

差引額 3,290 
 

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関

と当座貸越契約を締結しております。

　連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 2,890 

差引額 14,110 
 

 

 

 

　　※６　たな卸資産の所有目的変更

　所有目的の変更に伴い、「販売用不動産」から有形固定資産に、以下のとおり振り替えております。

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
当連結会計年度

（平成27年２月28日）

建物及び構築物 －百万円 34百万円

土地 391 468

 

　　※７　有形固定資産の所有目的変更

　所有目的の変更に伴い、有形固定資産から「販売用不動産」に以下のとおり振り替えております。

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
当連結会計年度

（平成27年２月28日）

建物及び構築物 －百万円 18百万円

土地 － 8
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（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成25年３月１日
　　至　平成26年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

広告宣伝費 1,870百万円 1,713百万円

貸倒引当金繰入額 △21 30

従業員給与手当 4,627 4,405

賞与引当金繰入額 27 23

退職給付費用 175 183

 

※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度
（自　平成25年３月１日

　　至　平成26年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

181百万円 159百万円

 

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

建物及び構築物 －百万円 10百万円

機械装置及び運搬具 0 3

土地 31 4

計 31 18

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(E00170)

有価証券報告書

45/90



※４　減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日）

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

東京都新宿区　他 事業用資産 建物及び構築物・その他 92

大阪府吹田市　他 事業用資産 土地 118

合計   211

　当社グループは、事業用資産については各事業所単位で、賃貸用資産及び遊休資産については各物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。

　東京都新宿区他の事業用資産につきましては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、「建物及び

構築物」78百万円、その他14百万円であります。なお、回収可能価額は使用価値により算定しております。使用価値

は、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、零とみなして算定しております。

　また、大阪府吹田市他の事業用資産につきましては、使用方法を定期借地権の設定による賃貸に変更したことにより

回収可能性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。その内訳は、「土地」118百万円であります。なお、回収可能価額は正味売却価額により算定しております。

正味売却価額は不動産鑑定評価基準に基づく評価額により算定しております。

 

当連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

東京都新宿区　他 事業用資産
建物及び構築物・機械装
置及び運搬具・リース資
産・建設仮勘定・その他

1,800

沖縄県那覇市　他 賃貸用資産
建物及び構築物・リース
資産・土地

445

茨城県つくば市　他 共用資産
建物及び構築物・機械装
置及び運搬具・リース資
産・土地・その他

2,087

合計   4,333

　当社グループは、事業用資産については各事業所単位で、賃貸用資産及び遊休資産については各物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。また、本社・工場等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、

共用資産としてグルーピングしております。

　当社グループは、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから、減損の兆候を共用資産を含む

全社単位で検討し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

その内訳は、「建物及び構築物」1,149百万円、「機械装置及び運搬具」251百万円、「リース資産」693百万円、「土

地」1,791百万円、「建設仮勘定」4百万円、その他443百万円であります。なお、当社グループの回収可能価額は、主

に正味売却価額で測定しております。正味売却価額は不動産鑑定評価基準に基づく評価額により算定しております。

 

※５　事業構造改善費用

前連結会計年度（自　平成25年３月１日至　平成26年２月28日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成26年３月１日至　平成27年２月28日）

事業構造改善費用は改革プロジェクトの一環として、当社における支店、展示場の集約化に伴い発生したものであ

り、その主な内容は、展示場の閉鎖等に伴う費用141百万円、支店の閉鎖に伴う費用30百万円、その他8百万円であり

ます。

 

※６　売上原価には、収益性の低下に伴うたな卸資産評価損が次のとおり含まれております。

前連結会計年度
（自　平成25年３月１日

　　至　平成26年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

17百万円 926百万円
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（連結包括利益計算書関係）

　 ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △0百万円 2百万円

組替調整額 － －

税効果調整前 △0 2

税効果額 0 △0

その他有価証券評価差額金 △0 1

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 － △9

組替調整額 － 2

税効果調整前 － △7

税効果額 － －

退職給付に係る調整額 － △7

その他の包括利益合計 △0 △5
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 203,882 136 － 204,018

合計 203,882 136 － 204,018

自己株式     

普通株式（注）２ 58 8 － 67

合計 58 8 － 67

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式     

普通株式 204,018 － － 204,018

合計 204,018 － － 204,018

自己株式     

普通株式（注） 67 4 － 71

合計 67 4 － 71

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

（自　平成25年３月１日

至　平成26年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成26年３月１日

至　平成27年２月28日）

 現金預金勘定 2,758百万円 2,091百万円

 現金及び現金同等物 2,758 2,091 

 

　２　重要な非資金取引の内容

 

前連結会計年度

（自　平成25年３月１日

至　平成26年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成26年３月１日

至　平成27年２月28日）

ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 1,043百万円 678百万円
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（リース取引関係）

（借主側）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

　有形固定資産

　展示場及び賃貸物件（建物及び構築物）、メガソーラー設備（機械装置及び運搬具）、及びシステム用サー

バー（工具、器具及び備品）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項　（２）重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：百万円）
 
 　前連結会計年度（平成26年２月28日）

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

その他(有形固定資
産)

24 21 － 2

合計 24 21 － 2

 

（単位：百万円）
 
 　当連結会計年度（平成27年２月28日）

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

その他(有形固定資
産)

8 7 － 1

合計 8 7 － 1

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

  　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）

当連結会計年度

（平成27年２月28日）

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 1 0

１年超 1 0

合計 3 1

 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、及び支払利息相当額

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

支払リース料 4 1

リース資産減損勘定の取崩額 0 －

減価償却費相当額 2 1

支払利息相当額 0 0

 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　　　　利息相当額の算定方法

　　リース総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、利息法によっております。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　　　当社グループは、短期的な運転資金は主に銀行借入により調達する方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、与信管理規程に従い、主な取引先の信用力を適正に評価し、取引の可否を決定しております。

　　　差入保証金である債券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に保証金として供託している国

債であり、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。

　　　営業債務である支払手形・工事未払金は一年以内の支払期日であります。

　　　借入金の使途は主に販売用土地の購入資金及び設備投資資金であります。

　　　また、営業債務や短期借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社からの報告を　

基に当社財務部が月次資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

 

　　　　前連結会計年度（平成26年２月28日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金預金 2,758 2,758 －

(2）受取手形・完成工事未収入金等 （*1）5,549 5,549 －

(3）国債（*2） 429 429 －

　資産計 8,737 8,737 －

(4）支払手形・工事未払金等 6,820 6,820 －

(5）短期借入金 13,710 13,710 －

　負債計 20,530 20,530 －

　（*1）貸倒引当金を72百万円控除しております。

　（*2）国債は連結貸借対照表上投資その他の資産の「その他」に計上されており、その内容は保証金として供託し

ているものであります。

 

　　　　当連結会計年度（平成27年２月28日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金預金 2,091 2,091 －

(2）受取手形・完成工事未収入金等 （*1）6,599 6,599 －

(3）国債（*2） 476 476 －

　資産計 9,168 9,168 －

(4）支払手形・工事未払金等 7,059 7,059 －

(5）短期借入金 2,890 2,890 －

(6）長期借入金 10,000 10,000 －

(7）リース債務（*3） 1,175 1,193 17

　負債計 21,125 21,143 17

　（*1）貸倒引当金を78百万円控除しております。

　（*2）国債は連結貸借対照表上投資その他の資産の「その他」に計上されており、その内容は保証金として供託し

ているものであります。

　（*3）流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1）現金預金、並びに(2）受取手形・完成工事未収入金等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(3）国債

　時価については取引金融機関から掲示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券

に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

負債

(4）支払手形・工事未払金等、並びに(5）短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(6）長期借入金

　時価については、元利金の合計を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。

(7）リース債務

　時価については、元利金の合計を、同様の新規リース契約を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　区分
前連結会計年度

（平成26年２月28日）

当連結会計年度

（平成27年２月28日）

　非上場株式 74 75

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記

の表には含めておりません。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　前連結会計年度（平成26年２月28日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

　預金

　受取手形・完成工事未収入金等

　国債

2,757

5,621

－

－

－

46

－

－

367

－

－

－

合計 8,378 46 367 －

 

　　当連結会計年度（平成27年２月28日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

　預金

　受取手形・完成工事未収入金等

　国債

2,091

6,677

－

－

－

85

－

－

375

－

－

－

合計 8,769 85 375 －

 

４．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の返済予定額

　　連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。
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（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

３．その他有価証券

前連結会計年度（平成26年２月28日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①国債・地方債等 409 389 20

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 409 389 20

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①国債・地方債等 19 19 △0

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 19 19 △0

合計 429 409 20

　（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額74百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当連結会計年度（平成27年２月28日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 476 454 22

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 476 454 22

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 476 454 22

　（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額75百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(E00170)

有価証券報告書

53/90



（デリバティブ取引関係）

　　　　　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、税制適格年金制度及び退職一時金制度を設けておりました

が、平成21年９月30日付けで、税制適格年金制度及び退職一時金制度の全てについて確定拠出年金制度へ移行し

ております。なお、新たに平成21年10月１日を起算日として退職一時金制度を実施しております。また、厚生年

金制度として総合基金である大阪府建築厚生年金基金に昭和49年８月１日より加入しております。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

 

(1）制度全体の積立状況に関する事項

 （平成25年３月31日現在）   

年金資産の額 43,334百万円   

年金財政計算上の給付債務の額 54,475百万円   

差引額 △11,140百万円   

 

(2）制度全体に占める当社グループの拠出金割合

　　　　16.0％　（自平成25年３月１日　至平成26年２月28日）

 

(3）補足説明

　上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高△11,140百万円であります。本制

度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務

諸表上、特別掛金117百万円を費用処理しております。

 なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

２．退職給付債務に関する事項

イ．退職給付債務 △268百万円   

ロ．年金資産（百万円） －   

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △268   

ニ．未認識数理計算上の差異 9   

ホ．未認識過去勤務債務 －   

ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △259   

ト．前払年金費用 －   

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △259   

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用に関する事項

(1） 勤務費用（百万円）（注）１ 74  

(2） 利息費用（百万円） 1  

(3） 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 1  

(4） その他（百万円）（注）２ 180  

(5） 退職給付費用(1）＋(2）＋(3）＋(4）（百万円） 258  

　　　　（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1）勤務費用」に計上しております。

　　　　　　　２．「(4）その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

　　期間定額基準

 

(2）割引率

0.5％

 

(3）期待運用収益率

－％

 

(4）数理計算上の差異の費用処理年数

　　５年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。）
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当連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型制度及び確定拠出制度を採用

しております。

　確定給付型制度では、退職給付として、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給します。

　また、連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

　なお、当社及び連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に

対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理して

おります。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 268百万円

勤務費用 78  

利息費用 1  

数理計算上の差異の発生額 9  

退職給付の支払額 △26  

退職給付債務の期末残高 332  

　（注）連結子会社は簡便法を採用しております。

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 －百万円

年金資産 － 

 － 

非積立型制度の退職給付債務 332 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 332 

   

退職給付に係る負債 332 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 332 

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

 

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用（注） 78百万円

利息費用 1 

数理計算上の差異の費用処理額 2 

確定給付制度に係る退職給付費用 82 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めております。

 

(5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

数理計算上の差異 △7百万円

合計 △7 

 

(6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識数理計算上の差異 △17百万円

合計 △17 

 

(7）年金資産に関する事項

該当事項はありません。

 

(8）数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　0.3％
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３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、198百万円であります。

 

４．複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、338百万円であり

ました。

 

(1）複数事業主制度の直近の積立状況に関する事項

 （平成26年３月31日現在）  

年金資産の額 46,497百万円  

年金財政計算上の給付債務の額 56,038百万円  

差引額 △9,541百万円  

 

(2）複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

　　16.2％　（自平成26年３月１日　至平成27年２月28日）

 

(3）補足説明

　上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高△10,965百万円であります。本制度にお

ける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務諸表上、特別

掛金126百万円を費用処理しております。

　なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
 
 

当連結会計年度
（平成27年２月28日）

繰延税金資産    

繰越欠損金 4,079百万円 2,552百万円

譲渡損益調整資産 1,429  1,429

たな卸資産評価損 414  282

投資有価証券評価損 253  253

貸倒引当金 251  225

減損損失 466  1,742

完成工事補償引当金 93  83

その他 290  302

繰延税金資産小計 7,277  6,870

評価性引当額 △7,217  △6,840

繰延税金資産合計 59  30

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △7  △8

その他 △30  △1

繰延税金負債合計 △37  △9

繰延税金資産の純額 22  20

    

再評価に係る繰延税金資産 78  －

評価性引当額 △78  －

再評価に係る繰延税金資産合計 －  －

再評価に係る繰延税金負債 △414  △114

再評価に係る繰延税金負債の純額 △414  △114
 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前連結会計年度
（平成26年２月28日）

当連結会計年度
（平成27年２月28日）

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を

省略しております

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を

省略しております

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１

日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及

び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる

一時差異については従来の38.0％から35.6％になります。

　この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

４．決算日後の法人税等の税率の変更

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27

年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引

下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は、従来の35.6％から平成28年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.0％に、

平成29年３月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2％になります。

　この税率変更による影響は軽微であります。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ　当該資産除去債務の概要
　　主として展示場建物用地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
 
ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法
　　主として使用見込期間を取得から６年と見積り、割引率は主として0.2％～0.8％を使用して資産除去債務の

金額を計算しております。
 
ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

期首残高 236百万円 259百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 34 25

時の経過による調整額 1 1

資産除去債務の履行による減少額 △12 △44

期末残高 259 241

 

（賃貸等不動産関係）

　当社では大阪府その他の地域において、賃貸住宅、定期借地及び賃貸駐車場を有しております。前連結会計年度

における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は202百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）、

減損損失は118百万円、売却損益は13百万円であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸

損益は275百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）、減損損失は711百万円、売却損益は15百万

円であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

  
前連結会計年度

(自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

連結貸借対照表計上額   

 　期首残高 5,877 5,986

 　期中増減額 108 171

 　期末残高 5,986 6,158

期末時価 5,292 6,022

　（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

　　　　２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は所有目的の変更による販売用不動産からの振替（391百

万円）であり、主な減少額は不動産売却（178百万円）及び減損損失（118百万円）であります。当連結会

計年度の主な増加額は賃貸物件の取得（413百万円）、所有目的の変更による販売用不動産からの振替

（475百万円）であり、主な減少額は不動産売却（94百万円）及び減損損失（711百万円）であります。

　　　　３．期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく金額であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経
営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
　当社は、製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案
し、事業活動を展開しております。
　従って、当社は、製造販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「住宅事
業」、「リフォーム事業」及び「不動産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしております。
　「住宅事業」は、戸建住宅、アパートメントハウス等の請負事業、戸建住宅、マンション等の分譲事業、
代理店向け建設用部材販売、一般建設部材販売、室内装飾品販売、住宅のフランチャイズ事業等を行ってお
ります。
　「リフォーム事業」は住宅等のリフォーム工事請負事業を行っております。
　「不動産賃貸事業」は住宅、マンション、商業施設等の賃貸を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
ける記載と同一であります。
　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

   前連結会計年度（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日）

       (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３ 住宅事業

リフォー
ム事業

不動産
賃貸事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 41,065 8,158 388 49,612 153 49,766 － 49,766

セグメント間の内部

売上高又は振替高
21 － 3 24 － 24 △24 －

計 41,087 8,158 392 49,637 153 49,791 △24 49,766

セグメント利益 33 55 209 298 42 340 △988 △647

セグメント資産 27,912 905 5,926 34,745 764 35,509 2,015 37,525

その他の項目         

減価償却費 644 － 48 692 74 767 52 820

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
1,010 － 3 1,013 354 1,368 83 1,452

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業部門であり、保険部門及び売電部門を含んで

おります。

　　２．(1）セグメント利益の調整額△988百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　(2）セグメント資産の調整額2,015百万円は各セグメントに配分していない全社資産であり、その主な

ものは親会社での余資運用資金（現金預金）及び管理部門に係る資産であります。

　　３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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   当連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

       (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３ 住宅事業

リフォー
ム事業

不動産
賃貸事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 38,738 12,180 513 51,432 218 51,650 － 51,650

セグメント間の内部

売上高又は振替高
16 － 3 20 － 20 △20 －

計 38,755 12,180 516 51,452 218 51,671 △20 51,650

セグメント利益又は損

失（△）
△1,120 346 281 △492 129 △362 △912 △1,275

セグメント資産 21,220 1,587 6,190 28,998 730 29,729 1,088 30,817

その他の項目         

減価償却費 525 － 63 589 73 663 25 688

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
533 － 131 664 15 680 － 680

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業部門であり、保険部門及び売電部門を含んで

おります。

　　２．(1）セグメント利益又は損失の調整額△912百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　(2）セグメント資産の調整額1,088百万円は各セグメントに配分していない全社資産であり、その主な

ものは親会社での余資運用資金（現金預金）及び管理部門に係る資産であります。

　　３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 平成25年３月１日 至 平成26年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　製品区分と報告セグメントの区分は同一であるため、製品及びサービスごとの情報についての記載を省

略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものが

ないため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　製品区分と報告セグメントの区分は同一であるため、製品及びサービスごとの情報についての記載を省

略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものが

ないため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年３月１日 至 平成26年２月28日）

     （単位：百万円）

 住宅事業
リフォーム

事業
不動産賃貸

事業
その他 全社・消去 合計

減損損失 92 － 118 － － 211

 

当連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

     （単位：百万円）

 住宅事業
リフォーム

事業
不動産賃貸

事業
その他 全社・消去 合計

減損損失 3,623 － 618 － 91 4,333

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年３月１日 至 平成26年２月28日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年３月１日 至 平成26年２月28日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　前連結会計年度（自平成25年３月１日　至平成26年２月28日）

　　連結財務諸表提出会社の親会社

種 類
会 社 等 の
名 称

住 所
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容 又 は
職 業

議決権等
の被所有
割 合 (％)

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取 引 金 額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

親会社 ㈱ヤマダ電機
群馬県
高崎市

71,058
 

家電・情報
家電等の販
売

被所有
直接

51.90
 

役員の兼
任　有り

家電商品
等の仕入

 
住宅の販
売業務及
びリ
フォーム
工事の請
負

債務保証
（被保
証）
（※1）

15,000 － －

担保提供
（※2）

10,146 　－ －

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

※１　当社の金融機関との当座貸越契約（当座貸越極度額15,000百万円、期末の借入実行残高13,710百万円）に対する債務

保証であります。

※２　上記の債務保証に対して建物及び構築物2,542百万円及び土地7,603百万円を担保提供したものであります。

 

　当連結会計年度（自平成26年３月１日　至平成27年２月28日）

　　連結財務諸表提出会社の親会社

種 類
会 社 等 の
名 称

住 所
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容 又 は
職 業

議決権等
の被所有
割 合 (％)

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取 引 金 額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

親会社 ㈱ヤマダ電機
群馬県
高崎市

71,058
 

家電・情報
家電等の販
売

被所有
直接

51.90
 

役員の兼
任　有り

家電商品
等の仕入

 
住宅の販
売業務及
びリ
フォーム
工事の請
負

債務保証
（被保
証）
（※1）

15,000 － －

担保提供
（※2）

8,063 　－ －

借入（※
3）

10,000 長期借入金 10,000

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

※１　当社の金融機関との当座貸越契約（当座貸越極度額15,000百万円、期末の借入実行残高2,490百万円）に対する債務保

証であります。

※２　上記の債務保証に対して建物及び構築物2,132百万円及び土地5,930百万円を担保提供したものであります。

※３　借入期間は５年であります。利率については、協議の上決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　親会社情報

　　　株式会社ヤマダ電機（東京証券取引所第一部に上場）
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

１株当たり純資産額 47.87円 19.86円

１株当たり当期純損失金額 4.82円 27.94円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当期純損失金額（百万円） 982 5,697

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失金額（百万円） 982 5,697

期中平均株式数（千株） 203,895 203,948

 

３.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） 9,792 4,086

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
29 37

（うち少数株主持分（百万円）） (29) (37)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 9,763 4,049

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
203,950 203,946

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 13,710 2,890 0.88 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 145 158 2.08 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － 10,000 0.6 平成31年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 814 1,017 3.76 平成28年～平成56年

その他有利子負債 － － － －

合計 14,670 14,065 － －

　（注）１.「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以

下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 － － － 10,000

リース債務 161 164 116 67

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度

末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略

しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 12,749 25,095 37,304 51,650

税金等調整前四半期純損失金

額（△）（百万円）
△351 △721 △5,202 △5,871

四半期純損失金額（△）（百

万円）
△399 △795 △4,996 △5,697

１株当たり四半期（当期）純

損失金額（△）（円）
△1.96 △3.90 △24.50 △27.94

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）
△1.96 △1.94 △20.60 △3.44
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年２月28日)
当事業年度

(平成27年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,769 975

受取手形 309 214

完成工事未収入金 3,596 4,499

売掛金 1,290 1,631

未成工事支出金 1,141 637

分譲土地 ※４ 9,269 ※４,※５ 7,599

分譲建物 1,245 ※４,※５ 1,301

未成分譲土地 1,097 130

未成分譲建物 147 160

材料貯蔵品 393 206

前渡金 72 68

前払費用 250 228

未収入金 102 54

その他 55 113

貸倒引当金 △69 △76

流動資産合計 20,671 17,744

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１ 9,173 ※１,※４,※５ 8,115

減価償却累計額 △5,473 △5,679

建物（純額） 3,700 2,435

構築物 173 164

減価償却累計額 △156 △159

構築物（純額） 16 5

機械及び装置 382 413

減価償却累計額 △45 △88

機械及び装置（純額） 337 324

車両運搬具 － 65

減価償却累計額 － －

車両運搬具（純額） － 65

工具、器具及び備品 683 618

減価償却累計額 △587 △616

工具、器具及び備品（純額） 95 1

土地 ※１,※４ 8,190 ※１,※４,※５ 6,806

リース資産 1,027 872

減価償却累計額 △89 △196

リース資産（純額） 937 676

建設仮勘定 157 －

その他 15 －

有形固定資産合計 13,450 10,315

無形固定資産   

ソフトウエア 177 －

電話加入権 35 －

その他 7 －

無形固定資産合計 220 －
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年２月28日)
当事業年度

(平成27年２月28日)

投資その他の資産   

投資有価証券 74 74

関係会社株式 731 731

長期貸付金 324 328

従業員に対する長期貸付金 7 5

破産更生債権等 501 347

長期前払費用 145 25

差入保証金 868 903

その他 8 8

貸倒引当金 △756 △610

投資その他の資産合計 1,904 1,814

固定資産合計 15,575 12,129

資産合計 36,247 29,874

負債の部   

流動負債   

支払手形 196 158

工事未払金 4,590 5,091

買掛金 1,666 1,710

短期借入金 13,710 2,890

未払金 171 356

未払法人税等 83 76

未払消費税等 82 116

未払費用 746 914

未成工事受入金 2,240 1,395

前受金 30 25

預り金 278 249

前受収益 19 31

完成工事補償引当金 206 200

工事損失引当金 6 3

その他 145 192

流動負債合計 24,175 13,414

固定負債   

関係会社長期借入金 － 10,000

長期預り保証金 1,060 1,038

リース債務 814 1,017

繰延税金負債 7 7

再評価に係る繰延税金負債 414 114

退職給付引当金 240 289

資産除去債務 259 241

その他 30 13

固定負債合計 2,827 12,723

負債合計 27,003 26,137
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年２月28日)
当事業年度

(平成27年２月28日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,068 9,068

資本剰余金   

資本準備金 1,100 1,100

資本剰余金合計 1,100 1,100

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,457 △6,645

利益剰余金合計 △1,457 △6,645

自己株式 △8 △9

株主資本合計 8,703 3,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 14

土地再評価差額金 528 207

評価・換算差額等合計 541 222

純資産合計 9,244 3,736

負債純資産合計 36,247 29,874
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②【損益計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成25年３月１日
　至　平成26年２月28日)

当事業年度
(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

完成工事高 36,713 41,597

完成工事原価 28,837 34,058

完成工事総利益 7,876 7,539

分譲土地建物売上高 6,110 3,216

分譲土地建物売上原価 5,453 3,734

分譲土地建物売上総利益 657 △517

部材売上高 3,643 3,352

部材売上原価 2,876 2,676

部材売上総利益 766 675

その他の売上高 698 1,108

その他の売上原価 349 466

その他の売上総利益 349 642

売上高合計 47,166 49,275

売上原価合計 37,516 40,936

売上総利益合計 9,649 8,339

販売費及び一般管理費 ※１ 10,682 ※１ 10,067

営業損失（△） △1,032 △1,728

営業外収益   

受取利息 1 1

有価証券利息 4 5

受取配当金 ※３ 216 1

受取賃貸料 ※３ 203 ※３ 214

受取手数料 ※３ 93 ※３ 97

雑収入 85 34

営業外収益合計 604 354

営業外費用   

支払利息 ※３ 150 ※３ 146

賃貸収入原価 59 67

雑損失 1 20

営業外費用合計 211 233

経常損失（△） △639 △1,607

特別利益   

固定資産売却益 ※２ 31 ※２ 18

新株予約権戻入益 0 －

特別利益合計 31 18

特別損失   

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 0 0

減損損失 211 3,997

事業構造改善費用 － ※４ 180

特別損失合計 230 4,178

税引前当期純損失（△） △838 △5,767

法人税、住民税及び事業税 35 40

法人税等調整額 － △299

法人税等合計 35 △258

当期純損失（△） △873 △5,508
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（イ）【完成工事原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費   10,914 37.9  11,702 34.4

Ⅱ　外注費   14,829 51.4  18,976 55.7

Ⅲ　経費        

従業員給与手当  887   1,045   

地代家賃  131   159   

諸口  2,074 3,093 10.7 2,174 3,379 9.9

合計   28,837 100.0  34,058 100.0

　（注）　原価計算の方法は、工事指図書別の個別原価計算によっております。

 

（ロ）【分譲土地建物売上原価明細書】

Ａ　分譲土地売上原価

  
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　土地購入費  561 46.6 573 76.0

Ⅱ　経費  642 53.4 181 24.0

合計  1,204 100.0 754 100.0

期首棚卸高 ※１ 13,669  10,366  

他勘定よりの振替高 ※２ －  8  

他勘定への振替高 ※３ △391  △468  

期末棚卸高 ※１ △10,366  △7,729  

差引分譲土地売上原価  4,115  2,931  

　（注）１．原価計算の方法は、購入団地別の個別原価計算によっております。

２．※１期首棚卸高及び期末棚卸高は、「分譲土地」と「未成分譲土地」の合計であります。

３．※２他勘定よりの振替高は「土地」よりの振替であります。

４．※３他勘定への振替高は「土地」への振替であります。

 

Ｂ　分譲建物売上原価

  
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費   405 41.0  379 42.7

Ⅱ　外注費   463 46.8  437 49.2

Ⅲ　経費        

従業員給与手当  39   25   

地代家賃  5   3   

諸口  75 121 12.2 42 71 8.1

合計   990 100.0  888 100.0

期首棚卸高 ※１  1,739   1,393  

他勘定よりの振替高 ※２  －   18  

他勘定への振替高 ※３  －   △34  

期末棚卸高 ※１  △1,393   △1,462  

差引分譲建物売上原価   1,337   803  
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　（注）１．原価計算の方法は、工事指図書別の個別原価計算によっております。

２．※１期首棚卸高及び期末棚卸高は、「分譲建物」と「未成分譲建物」の合計であります。

３．※２他勘定よりの振替高は「建物」よりの振替であります。

４．※３他勘定への振替高は「建物」への振替であります。

 

（ハ）【部材売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

期首棚卸高  293 387

当期仕入高  2,971 2,490

期末棚卸高  △387 △201

差引部材売上原価  2,876 2,676

 

（ニ）【その他売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

期首棚卸高  2 4

当期仕入高  351 466

期末棚卸高  △4 △4

差引その他売上原価  349 466

　（注）その他売上原価の内訳は次のとおりであります。

  
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

商品売上原価  90 152

賃貸原価  182 235

売電原価  75 78

合計  349 466
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日）

      (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余
金

当期首残高 9,064 1,096 1,096 △583 △583 △7 9,569

当期変動額        

新株の発行 4 4 4    8

当期純損失（△）    △873 △873  △873

自己株式の取得      △1 △1

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 4 4 4 △873 △873 △1 △866

当期末残高 9,068 1,100 1,100 △1,457 △1,457 △8 8,703

 

      

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 13 528 541 2 10,112

当期変動額      

新株の発行     8

当期純損失（△）     △873

自己株式の取得     △1

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

△0 － △0 △2 △2

当期変動額合計 △0 － △0 △2 △868

当期末残高 12 528 541 － 9,244
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当事業年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

      (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余
金

当期首残高 9,068 1,100 1,100 △1,457 △1,457 △8 8,703

当期変動額        

当期純損失（△）    △5,508 △5,508  △5,508

土地再評価差額金の取崩    320 320  320

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － △5,188 △5,188 △0 △5,188

当期末残高 9,068 1,100 1,100 △6,645 △6,645 △9 3,514

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 12 528 541 9,244

当期変動額     

当期純損失（△）    △5,508

土地再評価差額金の取崩    320

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

1 △320 △318 △318

当期変動額合計 1 △320 △318 △5,507

当期末残高 14 207 222 3,736
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2）分譲土地

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(3）分譲建物

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(4）未成分譲土地

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(5）未成分譲建物

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(6）材料貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物………定額法

その他……定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　２～38年

構築物　　２～20年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4）長期前払費用

定額法

 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。
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５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）完成工事補償引当金

引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の支出に備えるため、完成工事

高及び分譲建物売上高に過去の一定期間における瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修

費の実績から算出した実績率を乗じた発生見込額を計上しております。

(3）工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事のうち損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定方式によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

 

６．収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ　その他の工事

工事完成基準

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処

理と異なっております。

(2）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(3）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

 

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日公表

分）が平成25年４月１日以降開始する事業年度の期首から適用できるようになったことに伴い、当事業年度の

期首よりこれらの会計基準を適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直しを行っております。

その結果、従来の計算方法から変更が生じなかったため、当事業年度の財務諸表に与える影響はありませ

ん。
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（表示方法の変更）

財務諸表等規則様式第十一号（記載上の注意）６．により、財務諸表等規則第121条第１項第２号に定める有

形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取

得原価の修正を行ったことによる再評価差額等について、増減があった場合に記載する「当期減少額」の欄のほ

か、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書（括弧書）する方法に変更して

おります。

 

以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第３項により、記載を省略

しております。

・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第２項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の３の２に定める減損損失に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し

ております。

・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載については、同条第３項により、

記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略しており

ます。

・財務諸表等規則第８条の６に定めるリース取引に関する注記については、同条第４項により、記載を省略して

おります。

・財務諸表等規則第８条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し

ております。

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略し

ております。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項によ

り、記載を省略しております。
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（貸借対照表関係）

※１　担保提供資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成26年２月28日）
当事業年度

（平成27年２月28日）

建物 2,542 2,132

土地 7,603 5,930

計 10,146 8,063

 

 上記の建物及び土地については、

当社と金融機関との当座貸越契約の

極度額15,000百万円分（借入実行残

高13,710百万円）に対して株式会社

ヤマダ電機が行っている保証に対し

て担保提供されております。

　また、そのうち土地119百万円に

ついては、顧客の住宅ローン78百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 上記の建物及び土地については、

当社と金融機関との当座貸越契約の

極度額15,000百万円分（借入実行残

高2,490百万円）に対して株式会社

ヤマダ電機が行っている保証及び株

式会社ヤマダ電機からの借入金

（10,000百万円）に対して担保提供

されております。

　また、そのうち土地110百万円に

ついては、顧客の住宅ローン70百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 

　２　保証債務

前事業年度
（平成26年２月28日）

当事業年度
（平成27年２月28日）

住宅購入者等のための保証債務 676百万円 住宅購入者等のための保証債務 744百万円

 

　３　当座貸越契約

前事業年度
（平成26年２月28日）

当事業年度
（平成27年２月28日）

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機

関　と当座貸越契約を締結しております。

　事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 13,710 

差引額 3,290 
 

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機

関　と当座貸越契約を締結しております。

　事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 2,890 

差引額 14,110 
 

 

※４　たな卸資産の所有目的変更

所有目的の変更に伴い、「分譲建物」及び「分譲土地」から有形固定資産に以下のとおり振り替えております。

 
前事業年度

（平成26年２月28日）
当事業年度

（平成27年２月28日）

建物 －百万円 34百万円

土地 391 468

 

※５　有形固定資産の所有目的変更

所有目的の変更に伴い、有形固定資産から「分譲建物」及び「分譲土地」へ以下のとおり振り替えております。

 
前事業年度

（平成26年２月28日）
当事業年度

（平成27年２月28日）

建物 －百万円 18百万円

土地 － 8
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（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度及び当事業年度ともに70％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度及び当事業年度ともに30％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成25年３月１日
　　至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

広告宣伝費 1,856百万円 1,705百万円

貸倒引当金繰入額 △34 29

従業員給与手当 4,371 4,146

退職給付費用 161 171

法定福利費 742 792

減価償却費 503 396

 

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

建物 －百万円 10百万円

車両運搬具 － 3

土地 31 4

計 31 18

 

　※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日）

当事業年度
（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

営業外収益   

　受取配当金 215百万円 －百万円

　受取賃貸料 163 164

　受取手数料 82 82

営業外費用   

　支払利息 1 43

 

※４　事業構造改善費用

前事業年度（自　平成25年３月１日至　平成26年２月28日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成26年３月１日至　平成27年２月28日）

事業構造改善費用は改革プロジェクトの一環として、支店、展示場の集約化に伴い発生したものであり、その主な内

容は、展示場の閉鎖等に伴う費用141百万円、支店の閉鎖に伴う費用30百万円、その他8百万円であります。
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（有価証券関係）

　子会社株式（貸借対照表計上額は当事業年度及び前事業年度とも731百万円）は、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成26年２月28日）
 
 

当事業年度
（平成27年２月28日）

繰延税金資産    

完成工事補償引当金 78百万円 71百万円

たな卸資産評価損 414  282

減損損失 466  1,736

貸倒引当金 242  215

退職給付引当金 85  103

繰越欠損金 4,067  2,543

譲渡損益調整資産 1,429  1,429

その他 440  439

繰延税金資産小計 7,223  6,820

評価性引当額 △7,193  △6,819

繰延税金資産合計 30  1

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △7  △7

その他 △30  △1

繰延税金負債合計 △37  △9

繰延税金負債の純額 △7  △7

    

再評価に係る繰延税金資産 78  －

評価性引当額 △78  －

再評価に係る繰延税金資産合計 －  －

再評価に係る繰延税金負債 △414  △114

再評価に係る繰延税金負債の純額 △414  △114

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 

前事業年度
（平成26年２月28日）

当事業年度
（平成27年２月28日）

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略し

ております

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略し

ております

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１

日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異

については従来の38.0％から35.6％になります。

　この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。

 

４．決算日後の法人税等の税率の変更

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27

年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ

等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従

来の35.6％から平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0％に、平成29年３

月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2％になります。

　この税率変更による影響は軽微であります。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券
その他有

価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

関西国際空港土地保有（株） 1,000 50

堀内商事（株） 6,300 15

エス・バイ・エル・カバヤ（株） 27,000 9

その他1銘柄 30 0

計 34,330 74

 

【債券】

投資有価証券
その他有

価証券

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）

第306回利付国債（注） 156 166

その他12銘柄（注） 294 300

計 450 466

　（注）　貸借対照表上差入保証金に含めて計上しております。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

 建物 9,173 621 1,679

（1,109)

8,115 5,679 339 2,435

構築物 173 9 18

(18)

164 159 2 5

機械及び装置 382 30 －

 

413 88 43 324

車両運搬具 － 113 47

 

65 － － 65

工具、器具及び備品 683 6 71

(71)

618 616 29 1

土地 8,190

[942]

468 1,852

(1,791)

[619]

6,806

[322]

－ － 6,806

リース資産 1,027 646 800

(694)

872 196 161 676

建設仮勘定 157 441 598

(2)

－ － － －

その他 15 － 15

(15)

－ － － －

有形固定資産　計 19,803 2,336
5,084

(3,703)
17,055 6,740 575 10,315

無形固定資産        

ソフトウエア 934 13 131

(131)

817 817 59 －

電話加入権 35 － 35

(35)

－ － － －

その他 7 17 24

(24)

0 0 0 －

無形固定資産　計 978 31
191

(191)
817 817 59 －

長期前払費用 239 24
135

(101)
129 104 33 25

（注）１．当期増減額のうち主なものは以下のとおりであります。

　　　「建物」の主な増加は、展示用建物の取得393百万円、賃貸物件の取得183百万円及び分譲建物からの振替34

百万円であり、主な減少は、賃貸物件の売却156百万円、及び展示場のセール・アンド・リースバックによる

売却394百万円であります。「土地」の増加は分譲土地からの振替468百万円であります。「リース資産」の増

加は、展示用建物のセール・アンド・リースバックによる取得405百万円及び賃貸物件のセール・アンド・

リースバックによる取得240百万円であります。「建設仮勘定」の主な増加は、展示用建物の新築及び建替工

事293百万円、賃貸物件の新設131百万円及びメガソーラー設備の新設15百万円であります。

　　　２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　３. 「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[　]内は内書きで、土地の再評価に関する法律

　　　　（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金（注） 825 85 174 50 686

完成工事補償引当金 206 200 206 － 200

工事損失引当金 6 － 2 － 3

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の内訳は以下のとおりであります。

回収による戻入　　　　　 　39百万円

回収可能性見直しによる戻入　10百万円
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（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日
・８月３１日、２月末日

・上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができます。

１単元の株式数 １，０００株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行いま

す。

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のと

おりです。

http://www.sxl.co.jp/corporate/koukoku/index.html

株主に対する特典 該当事項はありません

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(E00170)

有価証券報告書

85/90



第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　　　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　　　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第63期）（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日）平成26年５月27日関東財務局長に提出

　(2）内部統制報告書及びその添付書類

　　　平成26年５月27日関東財務局長に提出

 

　(3）四半期報告書及び確認書

（第64期第１四半期）（自　平成26年３月１日　至　平成26年５月31日）平成26年７月14日関東財務局長に提出

（第64期第２四半期）（自　平成26年６月１日　至　平成26年８月31日）平成26年10月14日関東財務局長に提出

（第64期第３四半期）（自　平成26年９月１日　至　平成26年11月30日）平成27年１月13日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

平成26年５月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（定時株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

  平成27年５月26日

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
 

 

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　田　大　輔　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堀　内　計　尚　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ヤマダ・エスバイエルホームの平成26年３月１日から平成27年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ヤマダ・エスバイエルホーム及び連結子会社の平成27年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤマダ・エスバイエ

ルホームの平成27年２月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社ヤマダ・エスバイエルホームが平成27年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準

に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会
社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

    

   平成27年５月26日

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
 

  

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　田　大　輔　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堀　内　計　尚　　印

     

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ヤマダ・エスバイエルホームの平成26年３月１日から平成27年２月28日までの第64期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ヤマダ・エスバイエルホームの平成27年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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